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７  会議の概要 

委員長    ただいまから、厚生委員会を開きます。 

竹田委員から、都合により欠席するとの連絡

がありましたので、御報告いたします。 

      〔傍聴の申込み（１名）について諮る 

                       …許可〕 

委員長    これより、市民病院所管分の議案の審査を行

います。 

議案第１５５号  平成３０年度富山市病院事

業会計補正予算（第２号）、 

議案第１６１号  富山市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例制定の件、  

以上２件を一括議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

病院事業管理者 〔挨拶〕  

経営管理課長 〔議案第１５５号について、 

議案第１６１号について、  

議案説明資料により説明〕  

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。  
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久保委員   何点かお伺いします。まず、議案説明資料４

ページの公営企業会計システムの更新につい

てお伺いします。  

サーバ機器のメーカーサポートが終了するこ

とから更新するというのは私もよくわかるの

ですが、これに伴って、バージョンアップの

みではなくて、ソフトウエアの導入をしてバ

ージョンアップを行うということで、スケジ

ュールのところに新システム稼働と書いてあ

りますが、これは５年ごとくらいに毎回シス

テムを一新しないといけないものなのか、そ

れとも今回は特別な事由があってシステムも

更新するのか、どちらなのでしょうか。 

経営管理課長 実は、委員の御質問のとおり、大体５年ごと  

      に更新をしているところでございます。 

      理由といたしましては、メーカーのサポート

がそれをめどに切れてしまうということです。

前回も５年で更新をしています。  

久保委員   次に、議案説明資料５ページの富山逓信病院

の事業の譲り受けについてお伺いします。 

まず、向こう５年間の収支予測をされていま

したが、お伺いする限り、市民病院としては、

向こう５年間は修繕は行うものの、大きな建

てかえといったものは想定していないという
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ことでよろしいでしょうか。 

事務局長   今定例会で横野議員の御質問にもお答えした

とおり、現在のところ、建てかえの具体的な

計画があるわけではなく、この収支予測につ

きましては、今、委員がおっしゃったとおり、

そういった建てかえを前提としない形でのも

のでございます。  

久保委員   病院事業局の職員定数の改正がありますが、

現在の職員は何名ですか。  

経営管理課長 富山逓信病院の職員につきましては、現在、  

      正規職員が５０名おります。 

久保委員   今の市民病院の職員数も合わせてお願いしま

す。  

経営管理課長 市民病院は、平成３０年１２月１日現在で７  

      １９人の職員が在籍しております。  

久保委員   現在の市民病院の職員７１９人にプラスして、

富山逓信病院の正規職員５０人をそのまま継

続雇用したとしても、職員定数改正後の８２

０人には到底及ばないと思います。将来の機

能強化も含めてというふうなこともありまし
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たけれども、通常は事務作業の統一化による、

例えば職員の減などがある中で、職員定数８

２０人というのは多すぎるのではないかと思

うのですが、その理由についてもう少し詳し

く説明をお願いします。 

事務局長   少し説明が不足しておりまして申しわけござ

いません。 

来年４月の職員定数でございますが、先ほど

申し上げた人数に加えまして、市民病院でも

独自に  今年度、看護師等の採用が少し少な

かったということもございまして、来年度の

４月１日には、看護師等を含めて２０人程度

は増員を図りたいということで計画を立てて

います。 

      そのあたりも含めまして、全体の職員定数を

設定させていただいたというところでござい

ます。 

村石委員   議案説明資料２ページの市民病院手術部門等

整備事業について、患者さんの視点から質問

したいと思います。 

      現状の手術件数の表を見ますと、平成２５年

度と平成２９年度の差は４９２件あります。  

      これは仮に１年間 救急のことは少し除外し

ておいて  ２２０日診療していたとして、現
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状は大体１診療日当たり２．２件の増になっ

ています。 

      そのことによって、手術を待たされるという

ことも出てきていると思うのですが、手術の

待ち日数は平均でどれくらいになっています

か。わかればお願いします。 

院長     今、正確な数字は持ち合わせておりません。 

      ただ、必ずしも件数で割り切れるものではな

くて、長時間かかる手術もございますし、１

つの手術が終わって次の手術となると、時間

外に及ぶことが多くございます。  

働き方も考えますと、できるだけ時間内に手

術が終わるような方向で考えていきたいと思

っております。  

村石委員   おっしゃるとおり、当然、件数だけではなく

て、１件当たりの手術時間もあると思うので

すけれども、一般的に、平成２９年度は、平

成２５年度と比べて、手術の待ち日数は計算

上増えていると思っているわけで、そういう

意味で、手術室を２室増設するということで

すけれども、この２室で問題が解決すると考

えてよろしいのでしょうか。 

院長     この２室で解決するかどうかは明確ではない
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のですけれども、特に手術室として足りてい

ないのが、このバイオクリーンルームという

ものと、鏡視下手術という、機械類を非常に

多く必要として手術室の面積を必要とする手

術、これが非常に取合いの状況になっており

ます。 

      この２室を増築することによって、まず、今

不足しているものを補うということと、将来

にわたりましてロボット手術を導入するとい

うことになりますと、さらに大きな面積のも

のが必要になります。こちらは、ロボット手

術にも何とか対応できるくらいの面積は有し

ておりますので、将来に備えるという意味で、

２室を整備することにしております。  

      ちなみに、旧の手術室についても、今後順次

改修が必要と判断しております。  

村石委員   今ほど、新しく増築する手術室は、ロボット

手術にも対応できるということをお聞きして、

非常に高度な医療が提供できるようになると

いうことはよくわかりました。  

      完成予定が平成３２年６月となっていますが、

全体的な状況を見ていると、完成を少しでも

早める工夫などはできないのでしょうか。 

事務局長   議案説明資料２ページの一番下段にスケジュ
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ールを記載してございます。最終的な完成は

平成３２年６月を予定しておりますが、その

１段上に記載してあります平成３２年３月に

は稼働をさせたい  これは、全体の大きな増

築工事になりますので、全てが完全に仕上が

るのは、どうしても平成３２年度に入ります

が、手術室は少しでも早く稼働させたいとい

うふうに我々のほうも考えております。 

      現行、新設手術室稼働は平成３２年３月を予

定しておりますが、今後、入札等を行いまし

て、施工業者が決まりましたら、フロア等の

協議も進めながら、一日でも早く、一カ月で

も早く稼働できるように  ただ、やはり前後

にどうしても院内のいろいろな調整がござい

ますので、そのあたりも踏まえながら、一日

でも早く稼働できるような形で進めてまいり

たいと思っております。 

木下委員   富山逓信病院の事業の譲り受けに関すること

について、現在の富山逓信病院の職員の方で

希望される方は採用されるということなので

すが、採用された場合は富山市の職員になる

と思うのですけれども、その際の給与や福利

厚生など待遇面の条件は、事前に相手側に提

示し、説明して理解を得るようなことはされ

ているのでしょうか。 
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事務局長   今回の譲り受けに当たって日本郵政側から示

された一番大きな条件は、基本的には職員の

雇用を継続していただきたいということでご

ざいました。 

それにつきましては基本的には了承しており

ますが、ただ、今おっしゃったとおり、公務

員として採用する形になります。当然、採用

については地方公務員法や市の条例等の規則

がございますので、それにのっとった範囲で

処遇をさせていただくということです。 

また、福利厚生等の現状の我々の基準といい

ますか、決まり事につきましては、既に日本

郵政を通じて各従業員に提示していただいて

おりまして、そちらについては基本的に御了

承いただいているというふうに考えておりま

す。  

木下委員   なぜ今のようなことをお聞きしたかというと、

仮に富山逓信病院での勤務のときよりも給与

などの待遇面の条件が下がるとなったときに、

優秀な医師の方がよりよい条件を求めて去っ

ていかれることも考えられるのではないかと

いう懸念もあると思ったのです。  

そうした場合、富山市として描いている新し

い病院の運営ができないこともあり得るので

はないかと思いました。市として描いている
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病院経営ができるようにそこら辺の調整をし

っかりやっていただきたいと思います。 

村石委員   今の関連で、職員の採用についてですけれど

も、採用の方法については２つあって、いわ

ゆる公募による試験採用と選考による試験採

用があると思うのですが、どちらの方法で採

用されるのでしょうか。 

経営管理課長 選考による試験を考えております。 

村石委員   選考による試験ということで、恐らく現在富

山逓信病院で働いている人に採用してほしい

かどうかという希望をとって、その上で選考

をするということになると思うのですけれど

も、当然、双方の話合いの中で、富山まちな

か病院に就職しないという方も出てくると思

います。 

そういう場合には、現在の富山逓信病院の事

業を円滑に運営していくためにも、新たに職

員の募集をするということも考えられると思

うのですが、どうでしょうか。  

事務局長   おっしゃるとおり、事業運営のためには、職

員、スタッフの確保というものは大変重要で

ございます。こういうこともございまして、
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先ほども申し上げましたが、基本的にはこち

らのさまざまな条件を御提示した上で  移籍

というのは表現として正しいのかどうかは別

としまして  引き続き富山市のまちなか病院

で勤務をしていただく方につきましては、意

向調査をさせていただいております。  

      例えば正規職員の方で現在いわゆる日本郵政

という組織の中で異動される方も実際にいら

っしゃいますので、そういう一部の方を除い

て、基本的には正規職員の方は、引き続き勤

務というふうに意向を確認させていただいて

おります。 

      正規職員以外、我々でいう臨時職員の方につ

いてもほぼ  若干これを機にという方もいら

っしゃるかと思いますが、基本的には、現在

のスタッフは正規・臨時職員合わせて８０名

くらいいらっしゃいます。数字は今後また少

し変動するかもしれませんけれども、７５名

程度は、そのまま引き続き勤務していただく

という意向を確認しておりますので、事業運

営について現在のところ新たに別途雇用する

ことは考えていないところでございます。 

舎川委員   富山逓信病院の事業の譲り受けについて、先

ほど経営管理課長から５年間の収支予測につ

いて細かく説明いただきましたが、委員会と
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してもその辺の状況を把握して、今後の予測

はどうなっているのかということを目に見え

る形で示していただきたいと思うのですけれ

ども、後日でいいので、収支予測を提示して

いただくことは可能でしょうか。  

事務局長   ５年間の収支予測は全体で４億５，０００万

円くらいのマイナスということを申しました。

先ほど経営管理課長から口頭で各年次につい

て申し上げましたが、５年分の明細につきま

しては御用意しております。 

委員長    後ほどいただいてよろしいですか。  

事務局長   では、後ほど、厚生委員会の委員だけではな

く、全議員に対して配付させていただきたい

と思います。 

委員長    では、そのように対応をお願いします。 

      ほかにないようですので、これをもって、議

案の質疑を終結いたします。  

これより、議案第１５５号、議案第１６１号、

以上２件を一括して、討論に入ります。  

討論はありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１５５号、議案第１６１号、

以上２件を一括して、採決いたします。  

各案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、各案件は、原案可決されました。 

以上で、市民病院所管分の議案の審査を終了

いたします。 

次に、市民病院所管分で、議案以外に、何か

質問はありませんか。 

松井委員   元号の改正に伴って来年４月２７日から５月

６日まで最長１０連休になると言われていま

す。  

      恐らくかかりつけ医、町医者の方たちの中で

も、病院を１０日間ずっと休院させるという

ことは、患者さんのことを考えると負担だろ

うと考えておられる方が多いと思うのですけ

れども、市民病院はその１０連休の期間につ

いてどのように考えているのか、今の時点で

わかることがあれば、認識をお聞かせくださ

い。  
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院長     １０連休は非常に大きな問題だと認識してお

ります。ただ、これは市民病院単独で何かを

するというよりも、市の医師会との連携であ

るとか、調剤薬局との連携も必要になってく

ると思います。その調整がこれから行われる

ところですので、その結果を待ちながら決定

したいと思います。 

      現状では、１０連休の期間について、開院す

るともしないとも、今のところ決定はしてい

ません。 

久保委員   条例案件の中で、市民病院が病院事業局とい

う名称に変わるとありました。その中で、富

山逓信病院を譲り受けた後は、回復期に重点

を置いていくというような説明が以前なされ

ていました。 

そうなっていきますと、富山市はまちなか診

療所で訪問診療というものをやっております

が、今後、回復期にも重点を置いていくので

あれば、そことの連携も非常に密になってく

るかと思います。  

まちなか診療所は、今は福祉保健部が所管し

ておりますが、将来において、もしくは現状

において、まちなか診療所の訪問診療に関し

て、病院事業局が担っていくというような話

または方向性というのは、何か具体的に考え
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ておられるのでしょうか。  

病院事業管理者 現状では、まだそこまで踏み込んだ形は考え  

      ておりません。まちなか病院ができれば、ま

ちなか診療所と今まで以上に密接に関連して

いくことになりますので、その過程の中で、

今、委員がおっしゃったようなことが起きて

くるのではないかと予測していますが、現状

では、まだそこまで踏み込んだ議論はしてお

りません。 

村石委員   松井委員の質問に関連して質問をいたします。  

      １０連休ということになると、診療するかし

ないかは別にして、例えばリハビリの訓練と

か、病棟の服薬指導とか、やはり必要最低限

の業務については、１０連休の中でしていく

という計画をあらかじめ立てられたほうがい

いと思うのですが、どうでしょうか。  

院長     リハビリに関しましては、今も３６５日体制

で行っておりますので、若干の人員不足には

なるかと思いますが、対応しなければいけな

い方には対応できると思います。  

      また、病棟の薬剤師につきましても、今はま

だどうするかは決定しておりませんけれども、

入院患者に御迷惑がかからないように対応を
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していきたいと考えております。  

村石委員   １０連休ということで、連休中に働いた人は

振りかえ休日が必要だというようなことも問

題として出てくると思います。  

振りかえのときには、いろいろな決まりもあ

るのですけれども、振りかえによって、通常

の勤務に支障が出ないように 振りかえが発

生したら、当然、日勤の人数が減りますから、

そういう意味では、通常の勤務にも支障が出

ないように、また、働いている人も納得でき

るような振りかえというものを総合的に考え

ていかなければいけないと思うのですが、ど

うでしょうか。  

事務局長   おっしゃるとおり、さまざまな保険医療機関

などの施設基準等で、例えば看護師の配置に

ついては、１カ月のトータルの時間などの数

値基準がございます。休日になりますと、当

然、看護師も出勤者が減りますので、休日が

多い月は、どうしても総時間が少し少なくな

るものですから、数値基準を満たすために、

さまざまな工夫をしながら配置等を行ってい

るところです。  

      また、昨今さまざまな話題になっております

が、来年４月から労働基準法が改正されまし
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て、有給の取扱い等も変わります。こういっ

た働き方、全体の流れの中で、１０連休につ

きましては、患者、市民への医療提供体制の

確保という課題と、我々職員の労働との調整

を図るという課題がございます。趣旨は十分

に理解しておりますので、振りかえの対応な

どについては、まず法令等に違反のないよう、

かつ、職員に過度の負担とならないよう、配

慮をしてまいりたいと考えております。 

鋪田委員   今、国でも話題になっている妊婦加算につい

てお伺いしたいと思います。 

      自民党の厚生部会でもいろいろと異論が出て、

議論が混乱しているところがあるのですけれ

ども、私の理解としては、特別な配慮が必要

な妊婦の方の医療の受診について、産婦人科

以外の診療科目の先生でもきちんとケアをし

ていただけるように、報酬の面でインセンテ

ィブをつけるというようなことで、これは非

常に重要なことかなと理解していたのです。  

一方で、受診者の負担という問題があって、

どういうふうに負担してもらうのか  これは

極めて政治的な問題なので、置いておきます

が  妊婦加算の重要性については、今のよう

な理解でよろしいのでしょうか。わかる範囲

でお願いします。  
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院長     おっしゃるとおり、妊婦加算は妊婦の方の薬

の使い方であるとか、あるいは、いろいろな

ケアについて、まずその方が妊娠していると

いうことを理解することが出発点になります

ので、それを理解した上できちんと対応する

必要があることから、今回の診療報酬で加算

がついたものと認識しております。 

      その中で、報道されておりますように、あま

り妊婦に関係ないようなものでも加算をつけ

ているのではないかというようなことがあり

ますが、今のところ当院では、そのようなこ

とはしていないと認識しているところです。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。 

以上で、市民病院所管分を終了いたします。  

市民病院の皆さんは、退室願います。  

説明員を交代しますので、しばらくお待ちく

ださい。 

      〔市民病院退室／環境部入室〕  

委員長    これより、環境部所管分の議案の審査を行い

ます。 

議案第１５０号  平成３０年度富山市一般会

計補正予算（第３号）、第１条歳入歳出予算
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の補正、歳出第４款衛生費中、環境部所管分、

第４条債務負担行為の補正中、環境部所管分  

を議題といたします。 

これより、順次、当局の説明を求めます。 

環境部長   〔挨拶〕  

環境部次長  〔議案第１５０号中  

人件費補正について、 

議案説明資料により説明〕  

環境政策課長 〔議案第１５０号中 

スマラン市における都市間連携事業（設備補

助）について、  

議案説明資料により説明〕  

環境センター次長 〔議案第１５０号中  

（管理課長） 富山市つばき園維持管理業務委託の債務負担  

行為の設定について、 

議案説明資料により説明〕  

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

木下委員   議案説明資料３ページのスマラン市における

都市間連携事業に関してお伺いします。 
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      公共バス７２台のエンジンを改造するという

ことなのですけれども、バス１台当たりの改

造費というのは、どれくらいかかるものなの

でしょうか。 

環境政策課長 事業費全体で約７，３００万円とお聞きして

おりまして、７２台分でございますので、１

台当たり約１００万円ということでございま

す。  

木下委員   わかりました。  

      また、この改造をすることによって、温室効

果ガスの排出を削減するとあるのですけれど

も、どの程度削減されると考えておられるの

でしょうか。 

環境政策課長 温室効果ガスの削減につきましては、二酸化

炭素が年間で約１，８７０トン  これは排出

量の約４０％でございますけれども  の削減

を見込んでいるというふうにお聞きしており

ます。 

村石委員   スマラン市における都市間連携事業のところ

で、先ほどの環境政策課長の説明では、市長

に加え、職員２名が同行するということだっ

たのですが、昨年１１月のイタリア渡航の際
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に同行した職員は１名だったのです。今回２

名にした理由はどのようなものなのでしょう

か。  

環境政策課長 市長の随行という形で１名と、現地の政府機

関との調整で１名が動くという形をとるもの

ですから、２名ということにさせていただい

ております。 

村石委員   どうしても２名必要だったということでしょ

うか。 

環境政策課長 調整の結果、２名ということにさせていただ

いております。  

村石委員   市長や職員が海外に行く場合、大変いろいろ

な準備や手続があるということで、昨年１１

月のイタリア渡航の情報についていろいろと

見させていただきました。相当な仕事がある

と思うのですが、今回もいろいろな機関との

やりとりが相当多いということでしょうか。  

環境政策課長 スマラン市や現地の政府の方もおいでになら

れるということで、昨年１１月にバリ島のタ

バナン県で行われたときも職員２名が、こと

し２月にマレーシアで行われたときも職員２
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名が随行しております。 

村石委員   はい、わかりました。 

次に、つばき園の管理業務の委託について、

先ほど環境センター管理課長は、富山市生活

環境サービスのほうからこの業務を来年度は

できないという辞退の要望があったと説明さ

れたのですが、富山市生活環境サービスが辞

退せざるを得なかった理由というのは、どう

いう理由なのでしょうか。  

環境センター次長 公益財団法人富山市生活環境サービスからの  

（管理課長） 説明では、人員不足、あるいは職員構成上の  

理由というふうに伺っております。 

村石委員   富山市生活環境サービスは、富山市からの出

資が多くて外郭団体ということになっていま

す。人員が足りないということで辞退したと

いうことなのですが、やはり富山市生活環境

サービスの本来の業務は当然、来年度もやっ

ていくことになるのだろうと思うのですけれ

ども、そこら辺はしっかりとした人員の確保

が図られるということでよろしいのでしょう

か。  

環境部長   つばき園の維持管理につきましては、今１２
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月定例会で髙道議員の御質問にも私のほうか

ら御答弁をさせていただいておりますけれど

も、理由は今、環境センター管理課長が申し

上げたとおりでございまして、本来の業務で

ございます、し尿収集ですとか、し尿処理施

設の収集・維持管理等々、人員がだんだん減

ってきていたり、定年を迎えたり、年齢構成

が非常に高齢化していたりということなどで、

本来の業務に支障が出てきているということ

から、平成２９年４月に富山市生活環境サー

ビスから富山市に対して、このつばき園の維

持管理から撤退して本来の業務にその人員を

振り向けたいということで、辞退させてくだ

さいという申し出がございました。 

それで、１年以上かけまして協議を重ねた結

果、これはやはりいたし方ないということで、

今、正規・臨時職員を含めてでございますけ

れども、富山市生活環境サービスからつばき

園に配置していた５人の人員を本来の業務に

振り分けるということで合意をして、今回新

たな委託先をということで債務負担行為の設

定をさせていただいております。  

さらに申し上げれば、今現在進行中でござい

ますが、その人員不足に対応するために、富

山市生活環境サービスでは新たに新規職員３

人を、今、募集中でございます。  
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こういったことなどから、今回のこのつばき

園での維持管理業務の変更ということで、議

案を提出させていただいているということで

ございます。 

委員長    ほかにないようですので、これをもって、議

案の質疑を終結いたします。  

これより、議案第１５０号中環境部所管分の

討論に入ります。  

討論はありませんか。 

      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

委員長    討論なしと認めます。 

これより、議案第１５０号中環境部所管分を

採決いたします。  

本案件は、原案のとおり決することに御異議

ありませんか。  

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    御異議なしと認めます。 

よって、本案件は、原案可決されました。 

以上で、環境部所管分の議案の審査を終了い

たします。 

次に、報告案件として提出されている、 
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報告第４２号 専決処分報告の件（損害賠償

請求に係る和解の件）中、専決第２４号 

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

環境センター業務課長 〔議案書により説明〕 

委員長    これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

      〔発言する者なし〕  

委員長    ないようですので、これをもって、質疑を終

結いたします。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、

議決不要のものです。  

次に、環境部所管分で、議案及びただいまの

報告以外に、何か質問はありませんか。 

松井委員   環境部でも公衆トイレを１２カ所ほど管理さ

れていると思うのですけれども、今定例会の

一般質問で、私が循環型トイレについて質問

をした際に、総曲輪地域に住んでおられる方

から、やはり西別院のトイレが古いというこ

とで、そういったものに対して富山市はどう

考えているのかという問合せが自民党会派に
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ありました。１２カ所の公衆トイレを含めて、

どのような方針で  例えば、古いものがある

のであれば、やはり改修していくということ

も必要だと思いますし、そのようなことを含

めて、見解をお聞かせください。  

環境部長   委員のほうから１２カ所という御案内がござ

いましたが、１１カ所ということでございま

す。  

      それから、冒頭にございました総曲輪の西別

院のトイレにつきましては、さきの９月定例

会の本会議の中でも一般質問がございまして、

私が答弁をさせていただいております。また、

新聞紙上での住民の方からの投稿というもの

も承知をしているところでございます。 

そのときの答弁を交えながら、答弁させてい

ただきたいと思いますけれども、少し経緯を

御紹介させていただきたいと思います。 

      総曲輪の西別院のトイレは、昭和４１年度に

 大変古いトイレで、５０年以上が経過して

いるトイレでございまして  設置されたトイ

レと承知をしております。  

      では、今まで富山市はこの老朽化したトイレ

について何も検討してこなかったのかという

ようなことが疑問としてあるかと思いますが、

実は平成２年度に当時３，０００万円の予算
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をかけまして、移転改築という話が進んでお

りました。 

      ところが、周辺のいろいろな方々 特に「こ

この方だ、ここの方だ」ということは、ここ

ではつまびらかにいたしませんが  周辺の皆

様の合意が得られなかったということで、議

決をした３，０００万円の予算を減額して、

事業は実施できなかったという経緯がござい

ます。 

      その西別院のトイレについて申し上げれば、

その後、何度か市と地元の皆様とでいろいろ

な協議を重ねてきたのですけれども、やはり

全員からの御賛同はいただけなかった、いろ

いろなところでやはり反対があったというこ

とで、現在に至っているというところでござ

います。 

      そこで、さきの９月定例会やその他一般の皆

様、自民党会派のところにもそういったお話

があったということで、市長から周辺の皆様

と少し話をしてみるようにといった指示もご

ざいまして、現在、地権者や地元の商店街の

皆様、町内会の皆様等々、関係する皆様と少

し話合いを進めさせていただいているところ

でございます。  

まだ結論には至っておりませんが、その平成

２年度のときの市の考え方からいえば、そう
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いったことの延長線上にあるということだと

すれば  本会議でも答弁申し上げております

が、これは地域の皆様の御理解、御賛同がな

ければ進められない事業だということでござ

いますので、今現在はそういったいろいろな

関係の皆様と、改築等を含めてトイレのあり

方について検討をさせていただいているとこ

ろでございます。  

そのほか、西別院以外の公衆トイレにつきま

しても、公衆衛生という観点で設置をしたト

イレということでございますので、清掃等、

維持管理につきましては、確実にやらせてい

ただいております。 

      それぞれの地域のニーズというものもあろう

かと思っておりますので、これも西別院のト

イレと同じような考え方でございますけれど

も、例えば老朽化しただとか、施設の改善、

整備等々の大きなお声が上がってくれば、そ

れはケースごとに考えさせていただきたいと

いうようなスタンスだろうと承知しておりま

す。  

木下委員   ことしは夏場に暑い日が続くなど、気候面で

例年と異なり、異常な暑さが続いたりといっ

た状況もありましたけれども、昨年度と今年

度、富山市内においてＰＭ２．５などの大気
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汚染や水質汚濁、酸性雨など、環境面におい

て基準を超えるなどの好ましくない状態を観

測したことはあったのでしょうか。 

環境保全課長 大気環境、水環境のことについてお答えさせ

ていただきます。  

      市では環境基準の達成状況を把握しておりま

す。達成状況を把握するために、年間を通し

て測定したものをまとめて評価するというこ

とをやっております。平成３０年度について

は、現在継続中ですので、感触というような

感じで御説明したいと思います。  

      大気環境につきましては、市内に５局の一般

観測局と３つの自動車観測局において、ＳＯ

ｘや光化学オキシダント、今おっしゃいまし

たＰＭ２．５を測定しております。 

      その達成状況としまして、光化学オキシダン

トにつきましては、全国皆同じ状況でござい

ますけれども、春夏の時期に基準を超えるこ

とが多くございまして、達成できておりませ

ん。  

      ＰＭ２．５につきましては、過去に  平成２

６年２月だったかと思うのですけれども  注

意喚起を発令することがございました。それ

以後の傾向としましては、わずかずつ下がっ

てきている状況にございまして、基準を達成
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しておりますし、全体の傾向としても下がっ

てきております。  

      酸性雨につきましては、通常の雨の酸性状態

は、ｐＨが大体５．５とか５．６くらいの値

でございます。全国的にも同じでございます

けれども、富山市内においては、大体ｐＨ４．

６くらいで、傾向としましては、ずっと安定

している  それがいいかどうかということは

ありますけれども  大体そのくらいの状況で

変化はございません。 

      いずれも平成３０年度も同じような状況でご

ざいます。 

      水環境につきましては、神通川などの河川、

有峰湖といった湖沼で測定しております。 

      その中で、全体としては環境基準を達成して

おりますけれども、富山市内につきましては、

富岩運河のダイオキシンのことがございます。 

      平成２９年度につきましては、水のダイオキ

シンの環境基準は達成できておりました。過

去にはそこも達成できなかったのですけれど

も、平成２９年度につきましては、水につい

て達成したというような結果でございます。  

      全体的な話としましては、全国的なものと見

比べてどうかという点がございますけれども、

１年を通して全国ではかられた値と富山市の

年間平均値を比較してみますと、いずれもき
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れいな値ということで、富山市はきれいな環

境だと見ております。 

      今後もこのようなことをずっと監視していく

ことが大切だと思っておりますので、しっか

りとやっていきたいと思っております。 

木下委員   環境汚染は目に見えづらく、気づきにくいと

ころもあると思いますので、今後も調査をし

っかりとしていただいて、もし異常があれば

報告をしていただければと思います。  

有澤委員   まず、部長の冒頭の挨拶、まことに恐れ入り

ました。恐縮に存じております。  

      先日の髙道議員の一般質問に対して、今日的

な課題を捉えて、来年３月  今年度末をもっ

て条例を提出したいという部長の答弁があり

ました。 

      かつて同僚議員であった高森元市議が、この

カラスの問題についての質問をずっと長くし

ておられました。その後、高森元市議にかわ

って出てこられた髙道議員が引き続き、この

カラス問題について何度か質問をされており

ます。 

      今ほど言いましたように、今日的な課題を捉

えての条例制定ということでございますけれ

ども、我々にしてみれば、そのことが少しで
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もカラス被害の軽減につながるようなことに

なれば、市民にとっても非常によいのではな

いかと思いますし、条例制定は高森元市議も

非常に喜んでおられるのではないかと思って

おります。 

      この条例に込める思いなどを含めて、改めて

部長に所見をお伺いいたします。  

環境部長   このカラス対策につきましては、本委員会に

おいても再三再四お話申し上げているところ

でございまして、平成２９年６月定例会で大

変大きな予算を議決していただきました。３

年間ということでございますが、債務負担行

為の５，０００万円を合わせて全部で７，５

００万円という大きな予算をカラス対策にか

けさせていただいております。  

      主に、中心市街地での捕獲ということに焦点

を当てた対策ということで、おりの増強を実

施してまいりました結果、平成２９年度は平

成２８年度と比較しまして、６．９倍という

大変多くの  これはおりが増えたから当然捕

獲数が増えるということなのですけれども  

それはそれだけの効果があったということだ

ろうと思っております。 

      それはもちろん今後も継続して、さらに増強

していきたいと思っておりますが、一方で、
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市が大変力を入れてカラス対策をしているに

もかかわらず、本会議でも答弁しましたよう

に、一部の市民の方が城址公園ですとか松川

ですとか神通川の河川でカラスに餌をやると

いう、私どもからしますと、何をしてくれる

のだという、逆行したようなことで、カラス

の餌づけといいますか、そのようなことが行

われています。これは私どもからしますと、

まことに違和感があるところでございます。  

ただ、現在、やめてくださいとお願いするこ

とはできるのですけれども、既存の条例や法

令等では取り締まりですとか罰則を科すとい

うことはできないということで、これは何か

 こちらでブレーキを踏んでいるのに、アク

セルを踏む人がいるぞというような形だろう

と思っております。これはやはり条例という、

ある意味での権力を行使して、餌やりを防止

するということにかじを切ろうではないかと

いうことでございます。 

条例については今、検討中でございますが、

先進市のいろいろな条例も参考にさせていた

だきながら、実効のある条例の中身にしたい

ということでございます。次の３月定例会に

はぜひ提案をしたいと思っております。 

この厚生委員会でも御審議を賜ることになろ

うと思っておりますけれども、捕獲という施
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策を条例というもので補強する、違った視点

からのカラス対策ということだろうと思って

おりますので、大変重い条例 全国的にも少

ない条例でございまして、中央のマスコミか

らもいろいろと取材のオファーがあるようで

ございます。再三になりますが、実効のある

条例にしたいと思っております。  

有澤委員   大いに期待をしております。ぜひ実質のある

ものをつくってください。  

委員長    ほかにないようですので、この程度にとどめ

ます。

以上で、環境部所管分を終了いたします。

環境部の皆さんは、退室願います。

説明員が退室しますので、しばらくお待ちく

ださい。 

      〔環境部退室〕  

委員長    これで、１２月定例会の当委員会に付託され

ました全議案の審査は終了いたしました。

各委員に御相談申し上げます。

委員長報告については、正・副委員長に御一

任いただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。
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      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、そのように取り計らいます。

次に、委員会視察について御相談いたします。

本委員会にて、平成３１年２月７日（木）に、

まちなか診療所事業及び病院事業の現状と展

望について視察するため、富山市まちなか診

療所及び富山逓信病院へ伺いたいと思います

が、御異議ありませんか。

      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

委員長    それでは、そのように決定いたします。

今後、議長に対し、委員派遣承認要求書を提

出し、承認を得ることとします。

また、行程の詳細については、正・副委員長

に御一任いただきたいと思いますが、この点

もよろしいですか。

      〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

委員長    それでは、そのようにさせていただきます。

各委員には、詳細が決定しましたら、速やか

に御案内したいと思います。

これをもって、平成３０年１２月定例会の厚

生委員会を閉会いたします。



35

平成３０年１２月定例会 

厚生委員会記録署名 

委 員  長  佐  藤  則  寿  

署名委員  久 保  大  憲  

署名委員  松 井  邦  人  


